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高圧ガス設備の耐震補強支援事業補助金 

（高圧エネルギーガス設備の耐震補強支援事業） 
業務方法書細則 

 
（目的） 

第１条 この業務方法書細則は、一般財団法人エンジニアリング協会（以下「ＥＮＡＡ」という。）

が定める高圧ガス設備の耐震補強支援事業補助金（高圧エネルギーガス設備の耐震補強支援事

業）業務方法書（以下「業務方法書」という。）に基づき、ＥＮＡＡが行う間接補助事業におけ

る補助金の交付に必要な手続き等の詳細を定め、その業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目

的とする。 

 

（申請） 

第２条 本補助事業に申請できる者は、業務方法書第５条第１項、第２項及び第６条第１項の各号

及び以下に該当するものでなければならない。 

 

間接補助事業において、間接補助事業者自身が部材等の調達先、工事請負先等となる場合

は、原価（当該調達品等の製造原価等）をもって補助対象経費とする。 

なお、間接補助事業者の業種等により製造原価等を算出することが困難である場合は、他

の合理的な説明をもって原価として認める場合がある。 

また、製造原価については、それが当該調達品に対する経費であることを証明することが

必要であり、その根拠となる資料を用意すること。 

  

     

（補助対象経費の明細） 

第３条 業務方法書第４条１項並びに同方法書別表１に規定する補助対象経費の範囲は、別表１に

よるものとする。なお、申請においては、別表１の設計費、設計調査費及び部品・機器費＋工事

費（それぞれ、その他経費を含む）のそれぞれについて補助金申請することを認めるものとする。 

 

（募集期間） 

第４条 業務方法書第５条第１項にある公募期間は、別に定めるものとする。 

 

（申請書に添付する書類） 

第５条 業務方法書第５条第１項による補助金交付申請書（様式第１）の他に、別紙１による実施

計画書及び別表２に示す書類を添付して提出しなければならない。 

 



 

（申請の受理） 

第６条 ＥＮＡＡは、補助金の申請を受け付けた後、申請書到着日を起算として、原則としてＥＮ

ＡＡの定める休日を除く１４日以内に審査を行い、補助金申請を受理すべきものと認める者に対

し、受理決定をし、受理通知書（様式第１細）により、受理番号、補助金申請額、受理決定年月

日等を通知する。ただし、提出された補助金申請書等に申請者の原因による不備等が有る場合は、

この限りでない。 

２ ＥＮＡＡは、前項の通知に際して、必要に応じて条件を付すことができる。 

３ ＥＮＡＡは、補助金申請が適当でないと認めたときは、その旨を直接、申請者に通知する。 

４ ＥＮＡＡは、補助金申請に係る手続きについて申請者に対し指示を行うことができ、特段の理

由なく７日以内にその指示に従わない場合は、当該申請は効力を失うものとする。この場合、Ｅ

ＮＡＡはその旨を申請者に通知することとする。 

 

（交付の決定） 

第７条 ＥＮＡＡは、業務方法書第５条第１項に規定する補助金交付申請書（様式第１）の提出が

あったときは、業務方法書第７条第１項に規定する審査委員会で審査の後、補助金を交付すべき

と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定を行い申請者に通知するものとする。この場合に

おいて、ＥＮＡＡは、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に

係る事項につき修正を加えて通知を行うものとする。なお、交付決定日とは補助金交付決定通知

書（様式第２）の発行日とする。 

２  間接補助事業者の選定基準 

  ＥＮＡＡは、次に掲げる基準に基づき、総合的に判断し補助金の交付を決定する。 

（１） 間接補助事業の内容が補助目的に照らし適切であること。 

（２） 申請者としての資格と要件を有していること。 

（３） 間接補助事業の補助対象経費の内容が適切であること。 

（４） 実施計画書の内容が適切であり、確実に行われること。 

３  前項の補助金の交付決定においては、審査委員会において適正に審査する。 

４ 審査委員会の設置、運営に関しては、別途定めるものとする。 

 

（補助事業の開始と完了） 

第８条 間接補助事業の開始日は、補助金交付決定日以降とする。 

２ 間接補助事業の完了とは、交付決定した対象経費に係る検収が終了し、すべての支払いが完了

した時点をいう。 

３ 事業の完了期限は、平成２９年２月２８日とする。 

 

（計画変更等承認申請の承認等） 

第９条 業務方法書第１２条第１項に規定する計画変更等承認申請書（様式第４）の提出期限は、

原則として交付決定通知を受けた日の属する会計年度の１月１０日までとする。 

２ ＥＮＡＡは前項の計画変更を承認したときは、計画変更等承認通知書（様式第２細）により、

その旨を通知するものとする。 

 



 

（実績報告書に添付する書類） 

第１０条 間接補助事業者は、業務方法書第１７条第１項により実績報告書（様式第７）に別表３

に示す書類を添付して提出しなければならない。  

２ 実績報告書の提出期限は、間接補助事業の完了の日（間接補助事業の中止又は廃止の承認を受

けた場合は、その承認の通知を受けた日）から起算して３０日以内又は平成２９年２月２８日の

いずれか早い日までとする。 

 

（補助金の精算払請求書の提出期限） 

第１１条 業務方法書第２０条第２項に規定する精算払請求書（様式第１０）の提出期限とは、同

業務方法書第１９条第１項にて定める確定通知書（様式第９）を受理した日から7日以内とする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１２条 ＥＮＡＡ は、業務方法書第２２条第１項による補助金の交付の取消し又は変更をした

ときは、間接補助事業者に速やかに補助金交付取消通知書（様式第３細）、又は補助金交付決定

内容（条件）変更通知書（様式第４細）によりその旨を通知するものとする。 
 

（その他） 

第１３条 間接補助事業の業務の運営に関する書類、その他必要な事項は、この業務方法書細則に

定めるものの他、別に定めるものとする。 

 

（附則） 

本業務方法書細則は、業務方法書が経済産業大臣の承認を受けた日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

別表１ 

（１）補助対象経費と補助率 

本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費であり、具体的には以下のとおり

である。なお、事業の性質に応じて不要な経費があれば、下記から適宜削除すること。 

補助対象経費 補助率 

１．設計調査費 

間接補助事業実施に必要な各種調査に要する経費 

 

１／２以内 

２．設計費 

間接補助事業の実施に必要な各種設計に要する経費 

 

１／２以内 

３．部品・機器費 

間接補助事業の実施に必要な部品・機器等に要する費用 

 

１／２以内 

４．工事費 

間接補助事業の実施に必要な現地工事に関する費用 

 

１／２以内 

５．その他経費 

間接補助事業の実施に直接必要な経費 

 

１／２以内 

 

（２）直接経費として計上できない経費 

・建物等施設に関する経費 

・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、事務機

器等） 

・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費（ただし、間接補助事業者に帰責性の

ない事由に基づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上できる場合がある。） 

・その他事業に関係ない経費 



 



 

別表２ 

書類名 内容等 様式 

補助金申請書 内容を記入の上、代表者の登録印を押印のこと。 様式第１ 

 

 

 

 

添

付

書

類 

①実施計画書 

(1) 事業者の概要 

 

 

 

 

(2) 対象設備の概要 

 ・対象設備名 

 ・設備の種類 

・貯蔵物質 

・所有者、使用者 

 ・保安物件までの距離等 

 

・耐震補強の方針 

 

 

 

 

・耐震補強を必要とする

理由 

・耐震補強の検討状況 

 

 

 

 

 

・耐震補強の概要 

 

・その他 

事業者及び対象設備の概要等を示す。 

 ・会社の概要 

 ・事業所の概要 

 ・間接補助事業の種別 

・調達計画（自社製品の有無） 

・担当者連絡先等 

対象設備の概要を示す。 

・（例）△△製造設備の○○燃料貯蔵設備。 

・（例）球形貯槽、 

貯蔵物質の種類（可燃物・毒性等）、貯蔵量、用途、 

 

特定製造事業所の規模（保安物件までの距離等、重要

度など）。 

・(例) 平成２５年経済産業省告示第２５０号による改正

後の耐震告示のみに対応する。(例)現行の耐震基準に

対応する。(例)最新の知見に基づく巨大地震に対応す

る。(例)液位低下等のリスク低減策により対応する。

など 

・(例) 建設年代が古く、現行耐震基準に対応していない

ため。など 

・(例)これまでに現行耐震基準への適合性の照査及び液

位低下によるリスク低減策等を検討した上で、補強方

法に関するケーススタディを実施し、最適な補強方法

を決定した。内容はリスク低減策だけでは不十分な箇

所のみの補強を実施することとした。本内容は行政と

も協議した結果である。など 

・（例）ブレ－ス（筋交い）の補強、アンカ－ボルトの補

強、ペデスタル、連結梁の補強。など 

・補修履歴（製造年月）、耐震設計手法。 

（別紙１）に

よる 

 

 

(3)事業の実施体制表 

(4)補強工事地周辺の地図 

 

補強工事を実施する場合に添付する。 

・本社、事業所、関係会社など、本事業の実施体制を示

す。 

・補強工事の実施場所が把握できる構内及び周辺地図（隣

接設備等）を添付。 

 

(5)事業の実施予定工程表 

  

・事由書 

 

・設計調査工程、設計工程、調達・工事工程を明記した

全体予定工程表。 

・「設計調査」、「設計」のみの申請の場合で「工事」の開

始が１ヶ年を超える場合に事由書を添付。 

 

②設計調査計画書 

・対象設備 

・対象部位（上部工、下部工） 

・各種調査の手法 

 

 

 

設計調査(耐震設計に必要な各種調査、現有の耐震性能の

確認)の計画を示す。 

 

・各対象部位の図面・検査記録による確認等。図面・検

査記録のない場合は、対象部位の現地計測等。 

・地盤種別を決定するためのボーリング調査等。 

・現地における補強工事の施工方法の確認。 

 



 

・調査の実施計画等 

 

・耐震性能の確認手法、実施

計画等 

 

・既に実施している場合は「設

計調査報告書」を添付。 

・上記調査の実施計画（どのように実施するか(仮設、重

機、計測機器など))を示す。 

・高圧ガス認定プログラム SEISMIT-○○、KHK 耐震設計

指針、FEM 解析などによる耐震性能の確認手法、実施計

画を示す。 

③耐震設計計算計画書 

・対象設備 

・対象部位（上部工、下部工） 

・耐震設計の手法、実施計画 

 

 

・既に実施している場合は「耐

震設計計算書」を添付。 

耐震設計（採用した耐震補強により、対象設備が現行基

準等に適合していることを示す）の実施計画を示す。 

 

・高圧ガス認定プログラム SEISMIT-○○もしくは KHK 耐

震設計指針（手計算）、FEM 解析などを使用した上部工

の耐震設計及びそのデ－タを使用した下部工の耐震設

計等。 

 

④補強計画図 

・対象設備 

・対象部位（上部工、下部工） 

・補強計画 

 

・「補強(施工)図面」が既に作

成されている場合は添付す

る。 

申請範囲に関する補強工事の概要を図面にて示す。 

・既存設備図面における補強範囲及び補強の概要（追加、

新設及び撤去のある場合はそれも含む）を明記する。 

補強対象部位は赤で明記する。 

 

・「工事」のみを申請する場合で、既に詳細な補強(施工)

図面が作成されている場合には添付する。 

 

⑤補強工事の実施計画書 「工事」を申請する場合に補強工事の実施方法（計画）

を示す。 

・仮設、重機、撤去（電計機器含む）、補強部材・追加新

設、取り付け、復旧（電計機器含む）、溶接、検査、耐

圧・気密（必要な場合）、パージ（必要な場合）、断熱、

塗装、仮設解体などを計画。 

 

⑥補強工事の工程表 

 

「工事」を申請する場合に補強工事等の予定工程を暦日

にて示す。 

・上記計画書の各項目について記入した予定工程表。 

 

 

②～⑥について 球形貯槽ブレ－ス（筋交い）に対する耐震補強、重要高

圧ガス設備に対する耐震補強ともに、 

・「設計調査費」を申請する場合 

提出；② 

・「設計費」を申請する場合 

提出；③、④ 但し、②を既に実施している場合は、

その結果を「報告書」として提出。 

・「工事費」を申請する場合 

提出；⑤、⑥ 但し、②、③、④を既に実施している

場合は、その結果を「報告書」、「計算書」、「補強(施工)

図面」として提出。 

・複数の経費区分を申請する場合は、上記の組合せによ

る。 

 

⑦事業費積算書 

 

 

・事業の補助対象経費の区分(下記)毎に内訳明細を記入

のこと。 

・設計調査費 

（別紙２）に

よる 



 

 

 

 

 

・見積書 

・見積仕様書 

・見積比較表・見積検討書 

 

・費用の妥当性を示す資料 

・設計費 

・部品・機器費 

・工事費 

・その他経費 

・一般の競争に付したことを示す資料（３者以上の請負

先等の見積書、見積徴収の際に用いた見積仕様書、各

見積を横並びにした見積比較表及び請負先採用に至っ

た根拠を示す見積検討書）を添付すること。 

・３者以上の見積書の提出が困難な場合（随意契約が見

込まれる場合を含む）は、その費用の妥当性を判断す

るための資料（申請者が妥当性の判断をした根拠を示

す資料）を添付すること。 

・業務方法細則第２条に該当するものがあれば、同条に

従い資料を添付すること。 

⑧各種理由書等 

・３者見積不可の理由書 

 

・請負先選定理由書(随意契

約) 

 

・委託契約書及び業務フロ－

など 

 

 

・３者以上の見積書の提出が困難な場合は、その理由書

を添付すること。 

・事業実施時に随意契約が見込まれる場合に提出する。 

 

・グル－プ会社等に事業の一部を委託する場合、業務委

託の範囲、要領、責任範囲などの説明資料を添付する

こと。 

 

 

⑨購買システム等説明書 「購買・会計規程」、「購買フローチャート」など  

⑩法人の場合：登記簿謄

本、現在事項全部証明書又

は履歴事項全部証明書（発

行から 3ヶ月以内のもの、

写し） 

個人事業者の場合：直近の

確定申告書 B 又は、開設証

明の写し 

  

⑪財務諸表 直近３ヶ年分   

⑫その他   

 

注記 

1. 添付書類の様式は特に定めない。 

2. 提出書類には目次及びインデックスを付けて見やすいようにすること。 

3. 添付書類のファイリングの順序は別表２の①から⑫までの順とする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙１） 

実施計画書 

（１）事業者の概要 

 項     目 記    入    欄 

1 会 社 名 
 

2 代 表 者 名 
 

3 住 所 

4 設 立 年 月 日 

5 資 本 金 

6 
主   要   株   主

及び持株比率（％） 

①            （％） ④                     （％） 

②            （％） ⑤                     （％） 

③              （％） ⑥                     （％） 

7 

 

 

財

務

緒

表

前 々 々 年 売 上 高 百万円 経 常 利 益 百万円

前 々 年 売 上 高 百万円 経 常 利 益 百万円

前 年 売 上 高 百万円 経 常 利 益  百万円

8 

コ ン ビ 則 

第 2 条第 22 号の 

適 用 の 有 無 

有 無 

9 
対 象 事 業 所 

（ 設 備 所 在 地 ）  

10 

間接補助事業の種

別 

（※） 

（１）球形貯槽のブレースに対する耐震補強 

の範囲（ ①、 ②、 ③） 

（２）重要高圧ガス設備に対する耐震補強 

   の範囲（ ①、 ②、 ③） 

 

基分

 

11 
補強工事に自社製

品の調達等の有無 
有 無 

12 

担 当 者 連 絡 先 

（本申請書の内容

についての問合せ

に答えられる人） 

住 所  

部署名及び役職  

責 任 者 名  

電 話 番 号  

F A X 番 号  

E - m a i l  

（※）間接補助事業の種別（１）又は（２）に○をつけ、申請する耐震補強の範囲①～③に○を

つけること。（応募要領の５．補助金交付の対象事業（間接補助事業者の範囲）を参照） 



 

（２）対象設備の概要 

（Ｎｏ．   ） 

対 象 設 備 名  基数（※２）  基

設備の種類（※１）   

貯 蔵 物 質 
種類  可燃性又は毒性の種別  

貯蔵量 ton 用途  

所 有 者  

使 用 者  

保安物件までの保安

距離等 

(保安距離を記載した構

内地図を添付のこと) 

 

重 要 度 Ⅰa Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

耐 震 補 強 の 方 針 

（どのように行うつも

りか） 

 

耐 震 補 強 を 必 要 

とする理由 
 

耐震補強の検討状況

（どこまで検討してい

るか） 

 

耐 震 補 強 の 概 要 

(補強部位も明記のこ

と） 

 

建設年及び補修履歴

（※３） 
 

耐 震 設 計 手 法 
大臣認定 

SEISMIT-○○ 
KHK 耐震設計指針 

その他 

（        ）

（※１）設備の種類については、球形貯槽、塔槽類(竪置)、塔槽類(横置)、塔槽類＋架構、配管

＋架構、基礎等別に記載のこと。 

（※２）記載内容が同じものについて複数のものを申請する場合には基数を明記のこと。 

（※３）補修履歴がある場合には記載のこと。 



 

（別紙２） 

事業費積算書（補助事業に要する経費及び補助対象経費の区分毎の内訳表） 

（単位：円） 

補助対象経費の区分毎

の内訳 

補助事業に要

する経費 
補助対象経費 補助率 

補助金 

充当額※１ 

自己資金 

充当額※２ 

１．設計調査費 

 

  １ ／ ２

以内 

 

 

－ 

 

 

－ 

小  計      

２．設計費 

 

  １ ／ ２

以内 

 

 

－ 

 

 

－ 

小  計      

３．部品・機器費 

 

  １ ／ ２

以内 

 

 

－ 

 

 

－ 

小  計      

４．工事費 

 

  １ ／ ２

以内 

 

 

－ 

 

 

－ 

小  計      

５．その他経費 

 

  １ ／ ２

以内 

 

 

－ 

 

 

－ 

小  計      

合  計      

※１：補助金充当額とは、補助対象経費に補助率を乗じたもので、補助対象経緯費の区分毎に算

出する。なお、補助金充当額は千円未満切り捨てとする。 

※２：自己資金充当額とは、補助事業に要する経費から補助金充当額を差し引いたもので、自己

資金等により賄われるものである。 

 



 

 



 

別表３ 

書類名 内容等 様式 

実績報告書 内容を記入の上、代表者の登録印を押印のこと。 

記入例を参照のこと。 

様式第７ 

添
付
書
類 

①見積書等 

 

・事業費積算書 

一般の競争に付したしたことを証

明する書類 

・３者以上の見積書 

・見積仕様書 

・見積比較表・見積検討書 

交付申請時と同種の書類（申請時から変更があれ

ば変更後のもの）を添付すること。 

・事業の補助対象経費の区分毎に内訳明細を記入

のこと 

・３者以上の請負先等の見積書、見積徴収の際に

用いた見積仕様書、各見積を横並びにした見積

比較表及び請負先採用に至った根拠を示す見積

検討書を添付すること。 

 

費用の妥当性を示す書類 

・費用の妥当性を判断した根拠

資料 

・３者以上の見積書の提出が困難な場合（随意契

約の場合を含む）は、その費用の妥当性を判断

するための資料（申請者が妥当性の判断をした

根拠を示す資料）を添付すること。 

 

各種理由書等 

・３者見積不可の理由書 

 

・請負先選定理由書(随意契約)

・委託契約書及び業務フロ－など 

 

 

・３者以上の見積書の提出が困難な場合は、その

理由書を添付すること。 

・随意契約を実施する場合には添付すること。 

・グル－プ会社等に事業の一部を委託する場合、

業務委託の範囲、要領、責任範囲などを説明す

る資料を添付すること。 

 

②契約書又は注文書及び注文請書 

・契約書 

・注文書 

・注文請書 

 

・契約仕様書 

・契約金額の内訳明細など契約

に付帯した書類 

 

・間接補助事業者が請負先との契約（注文）を示

す書類（契約(注文)日、契約（注文）者名、請

負先名、金額が確認できるもの）。 

 

・工事等の契約内容、物量などが確認できるもの。 

 

③工事等完成届書及び検収書 

・納品書、検収依頼書など 

・検収書 

・工事完成証明書 など 

・請負先から間接補助事業者へ工事等の完成の報

告及び間接補助事業者がその確認をしたこと

を示す書類（完成（検収）内容、工事等の完成

日、検収日、検収担当者の押印が確認できるも

の）。 

 

④請求書及び請求内訳書 

・請求書 

 

・事業費実績書（補助事業に要

した経費及び補助対象経費の

区分毎の内訳表） 

・契約・請求金額比較書 

 

・請負先から間接補助事業者へ事業に係る費用の

請求を示す書類。 

・交付申請時の「事業費積算書」に対する実績を

示すもの。 

 

・契約金額の内訳明細（見積書など）と請求金額

の内訳明細（請求書など）を比較して相違点を

示す書類。 

 

 

 

 

（別紙３）に

よる 

 



 

⑤代金支払証憑 

・取引証明書 

・振込依頼書 

・振込金受領書 

・請負先発行の領収書 など 

・間接補助事業者が請負先へ代金の支払いが確認

できる書類（代金の支払日、支払先、支払金額、

支払人が間接補助事業者であることが確認で

きるもの）。 

 

⑥製造施設等完成検査証、製造施設

軽微変更届出書 など 

・当該設備の完成を第三者が証明する書類。  

⑦取得財産等管理台帳・取得財産等

明細表 

・記入例参照。 様式第１１ 

⑧間接補助事業によって得られた成

果物 

・調査報告書 

・耐震評価書 

・耐震設計計算書 

・耐震補強工事図面 など 

  

⑨各種要領（計画）書、工事の実績

工程表、品質記録 

  

⑩施工前、施工中（工程毎）、施工後

の写真 

  

⑪その他ＥＮＡＡが定めるもの。   

注記 

1. 添付書類の様式は指定している様式以外特に定めない。 

2. 提出書類には目次及びインデックスを付けて見やすいようにすること。 

3. 添付書類のファイリング順序は上記①～⑪の順とする。 

 

 

 

 



 

（別紙３） 

事業費実績書（補助事業に要した経費及び補助対象経費の区分毎の内訳表） 

（単位：円） 

補助対象経費の区分毎

の内訳 

補助事業に要

した経費 
補助対象経費 補助率 

補助金 

充当額※１ 

自己資金 

充当額※２ 

１．設計調査費 

 

  １ ／ ２

以内 

 

 

－ 

 

 

－ 

小  計      

２．設計費 

 

  １ ／ ２

以内 

 

 

－ 

 

 

－ 

小  計      

３．部品・機器費 

 

  １ ／ ２

以内 

 

 

－ 

 

 

－ 

小  計      

４．工事費 

 

  １ ／ ２

以内 

 

 

－ 

 

 

－ 

小  計      

５．その他経費 

 

  １ ／ ２

以内 

 

 

－ 

 

 

－ 

小  計      

合  計      

※１：補助金充当額とは、補助対象経費に補助率を乗じたもので、補助対象経緯費の区分毎に算

出する。なお、補助金充当額は千円未満切り捨てとする。 

※２：自己資金充当額とは、補助事業に要する経費から補助金充当額を差し引いたもので、自己

資金等により賄われるものである。 

 



 

 

 


